
業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点 

［令和４年４月 13日開催 全国地方銀行協会／ 

 令和４年４月 14日開催 第二地方銀行協会］ 

 

１．事業者支援について 

○ 年度末の資金繰り対応について感謝申し上げる。３月 21 日に、まん延防

止等重点措置が全面解除され、経済活動も徐々に再開されつつあるが、足元

では感染者の減少が下げ止まりしているほか、原油価格・原材料価格の上昇

やウクライナ情勢等もあり、各地域の事業者を取り巻く経営環境は引き続き

厳しいところもあると懸念している。事業者のニーズに応じたきめ細かな支

援を改めてお願いしたい。 

 

２．銀行等におけるシステム障害対応について 

○ ３月 26 日に地方銀行など９つの銀行において、ATM が利用不能になる等

のシステム障害が発生した。 

○ まず、障害発生時には、何よりも迅速な顧客対応が重要となる。今回の対

応については、今後の詳細な検証を踏まえて評価する必要があるが、初動の

段階で速やかに支店や ATMに人員を配置するなど、利用者に寄り添った対応

に努めていたのではないかと認識している。 

○ また、今回は、外部委託先の共同システムにおいて発生した障害ではある

が、言うまでもなく、金融機関には委託者としての管理責任がある。 

○ 金融機関におかれては、今一度、外部委託先との関係について、例えば、 

① 外部委託先との役割分担は明確になっているか、 

② 外部委託先の業務運営は適切に行われているか、 

③ 障害発生時の報告態勢や指揮命令系統は確認できているか、 

などについて検証を行うようお願いしたい。 

 



○ こうしたシステム障害については、未然防止に努めることは当然であるが、

むしろ、障害が発生し得ることを前提として、復元力を高めることが大切と

考えており、経営陣が先頭に立って日頃の態勢を整備していただきたい。 

○ また、万一障害が発生した際には、迅速な顧客対応に、高い緊張感をもっ

て当たる必要があるが、そのためにも、金融庁へ速やかに第一報を入れてい

ただき、連携しながら対応を進めてほしい。 

○ 金融庁としては、今般の事案について、しっかりと振り返り、改善すべき

ところは改善し、将来のシステム障害発生に向けた教訓にしたい。 

 

３．経営基盤の強化等について 

○ 金融機関との対話における金融庁の問題意識について、１月の意見交換

会でも述べたが、まず、取引先における新型コロナや原材料価格の上昇等

への対応のほか、デジタル化や気候変動対応に対する支援も含めて、金融

機関が地域経済を支えていくために必要となる、金融機関自身の経営基盤

の強化に向けた取組みが、引き続き、重要なテーマと考えている。また、

外貨建の一時払い保険や仕組債の販売など、リテールビジネスのあり方に

ついて、関心をもって対話をさせていただきたい。 

 

４．LIBORからの移行対応について 

○ LIBOR については、ドルの一部テナーを除き、2021 年 12 月末をもってパ

ネル方式での公表が停止された。一方、円及びポンド LIBORの一部テナーに

ついては、市場データを用いて算出する擬似的な LIBOR、いわゆるシンセテ

ィック LIBORが、１月以降、時限的に公表されている。 

○ 金融庁は、パネル LIBORの公表停止を踏まえ、日本銀行と合同で、2021年

12 月末基準での「第３回 LIBOR 利用状況調査」を実施し、３月 31 日に調査

結果を公表したが、2021 年 12 月末に公表が停止された LIBOR を参照する既

存契約については、移行対応が概ね完了したこと、及びシンセティック LIBOR

の利用は限定的となる見込みであることが確認された。 



また、2023 年６月末に公表停止が予定されているドル LIBOR については、

米当局の指針に沿って、１月以降新規取引での利用を原則停止するよう求め

ており、大半の金融機関においては、１月以降ドル LIBORを参照する新規取

引の停止に向けた体制整備は完了し、新規取引を原則として停止しているこ

とが確認された。 

他方、ドル LIBORを参照する既存契約については、依然として多くの契約

においてフォールバック条項が未導入であることが確認された。 

○ シンセティック LIBOR参照契約を含め移行対応が完了していない一部の残

存契約の適切な管理と移行対応、及び時間軸を意識したドル LIBORからの移

行対応をしっかりと進めていただきたい。 

金融庁としては、本調査の結果も踏まえて、引き続き、日本銀行とも連携

して各金融機関の移行対応をモニタリングするとともに、その状況に応じた

対応の徹底を求めていく。 

 

５.ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更について 

○ ３月 25日、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」について閣議決定さ

れており、協会においては、基本計画を踏まえ、引き続き、貸付け自粛制度

の周知や適切な運用をお願いしたい。 

○ なお、基本計画のパブリックコメントにおいて、「インターネットバンキ

ングにおける公営競技等に係る広告宣伝を抑止するべき」との声が複数寄せ

られた。 

○ ついては、2021年度に、公営競技の関係団体において「公営競技広告・宣

伝指針」が策定・公表されていることを踏まえ、銀行業界においても、公営

競技のインターネット投票に関するサービスを提供するにあたり、同指針を

踏まえ、ギャンブル等依存症の抑止のため、のめり込みを防止し節度を促す

等、適切な対応をお願いしたい。 

 

 



６．効果的・効率的な経営改善手法に関する調査・研究について 

○ コロナ克服・新時代開拓のための経済対策（2021 年 11 月 19 日閣議決定）

を踏まえ、地域金融機関による地域の中小企業・小規模事業者の支援の取組

みを加速するため、2022年４月１日より 

① AI等を活用した経営改善支援の効率化に向けた調査・研究 

② 業種別の経営改善支援の効率化に向けた調査・研究 

の２件の調査・研究（委託事業）を開始した。 

○ 同調査・研究においては、それぞれ 

・ AI技術を活用した経営改善支援先の早期発見の可能性 

・ 経営改善支援先に対する業種別の支援ノウハウ・着目点 

等について検討を進め、令和４年度中に中間的な取りまとめを行う予定。 

○ 今後、調査・研究を進めていくに当たり、有識者等による研究会の開催や、

会員行を対象とした実証事業等、地域銀行に協力をお願いする場面も想定さ

れることから、協会とも緊密に連携させていただきたい。 

 

７．「第二期成年後見制度利用促進基本計画」の公表について 

○ ３月 25 日に、第二期目となる「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議

決定の上、公表された。 

○ 同計画において、金融機関には、地域連携ネットワーク（地方公共団体や

地域の福祉機関等）の関係者との連携を図り、本人の意思を尊重しながら、

見守り等の権利擁護支援で役割を発揮することが期待される旨、記載された。 

○ 厚生労働省が運用する「成年後見制度利用促進ポータルサイト」を活用す

る等、顧客対応を行う営業店職員への周知を通じて、引き続き、成年後見制

度の理解を促進していただきたい。 

○ また、同計画において、後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の普及等

については、「必要に応じ最高裁判所や関係省庁とも連携しつつ、これらの



しくみの導入や改善を図ることが期待される。また、利用者の立場からの意

見を聴く場を設けるなどして、本人等の具体的なニーズや利用者側から見た

課題等、利用者側の意見を聴取することも期待される」旨、記載された。 

○ 成年後見制度を利用者にとって安心かつ安全な制度とする観点から、支援

預貯金等の導入に向けた前向きな検討を進めていただくとともに、導入済の

金融機関においても、高齢者等のニーズに適確に対応した金融サービスの提

供に向けた取組みを継続していただきたい。 

 

８．国連安保理決議の着実な履行について（北朝鮮関連） 

○ ４月１日、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会の専門家パネルが、

2021 年８月から 2022 年１月にかけての加盟国による北朝鮮制裁の履行状況

等の調査結果と加盟国への勧告を取りまとめた最終報告書を公表した。 

○ 同報告書では、 

・ 北朝鮮が金融機関や暗号資産取引所等へのサイバー攻撃を継続し、暗号

資産を窃取して資金洗浄を行っていること 

・ 複雑なネットワークを用いた、巧妙な海上制裁回避が継続していること 

等について記載されている。 

○ サイバーセキュリティ対策を徹底していただくとともに、安保理決議の実

効性を確保していく観点から、報告書に記載・言及のある企業や個人、船舶

については、 

・ 融資や付保などの取引が存在するかどうかに関する確認、 

・ 取引がある場合には、同報告書で指摘されている事案に係る当該企業・

個人等への調査・ヒアリング、 

などに、しっかりと対応いただく必要がある。 

その上で、同報告書への掲載そのものは、当該企業や個人が制裁対象と認

定されたものではない点に留意していただくとともに、上記の確認や調査結

果を踏まえ、適切な顧客対応をお願いする。 

 



９．金融分野における個人情報保護ガイドライン等改正及びＱ＆Ａを踏まえた

対応の徹底について 

○ 個人情報保護法の改正を踏まえ、「金融分野における個人情報保護に関す

るガイドライン」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドライ

ンの安全管理措置等についての実務指針」などが一部改正され、改正法と同

日の４月１日に施行された。 

○ これらを踏まえ、「金融機関における個人情報保護に関するＱ＆Ａ」を改

正し、同日より適用している。 

○ こうした改正内容を踏まえ、引き続き、個人情報の適正な管理体制を整備

していただきたい。 

 

10.事業者支援ノウハウ共有サイト追加公募について 

○ 金融機関等の現場職員の間で、地域・組織・業態を超えて、知見を共有す

る「事業者支援ノウハウ共有サイト」は、本格稼働から１年を経て、多くの

地域銀行に参加・活用いただいているが、今般、機能の拡充等を実施。 

○ 具体的には、参加者の意見をもとに、４月より、ソーシャルネットワーキ

ング機能の追加により参加者同士がつながりやすくする等の機能強化を図

った。 

○ また、４月１日より、金融機関としての参加及び職員の追加を、随時受け

付けられるようになった。１機関あたりの人数も 10名程度にまで増員。 

○ 金融庁としては、引き続き、当該ウェブサイトをはじめとして、事業者支

援等のノウハウ共有に向けた、様々な取組みを後押ししていく。現場職員の

積極的な参加・活用を後押しいただきたい。 

 

11．事業成長担保権の調査・検討に係る委託調査について 

○ コロナ克服・新時代開拓のための経済対策を受けて、検討を進めている事



業成長担保権について、英米における類似制度を活用した融資実務を法務・

税務等の観点から調査する委託調査を、４月１日より開始した。 

○ 事業成長担保権の導入に向けて、2022度中に取りまとめる予定の調査結果

を踏まえ、契約のあり方その他の実務について、各行の意見も伺いながら詰

めてまいりたい。 

○ なお、この調査に先立ち、2021年度、米国の地域金融機関に対して、全資

産担保を活用した融資・再生実務や組織のあり方についてヒアリングを行う

委託調査も実施した。当該調査報告書は金融庁ホームページに公表しており、

各行が検討する際の参考にしていただきたい。 

 

12．金融仲介の取組状況を客観的に評価できる指標群（KPI）の公表について 

○ 金融庁は、金融機関の取組みの「見える化」を通じて、担保・保証に過度

に依存しない融資を促すため、2019年９月に「金融仲介の取組状況を客観的

に評価できる指標群（KPI）」を設定した。 

○ これに基づき、主要行等（※）及び地域銀行に、令和３年度上期（４月～

９月）分を公表いただいており、金融庁においても「見える化」を進めるた

め、前回同様、金融庁ウェブサイトに、各行の KPIを一覧化した情報を公表

した。 

○ KPI の結果は、各行の営業姿勢だけでなく、顧客の規模・特性等にも影響

されると考えているが、各行におかれては、不動産担保や経営者保証に依存

しない融資について、引き続き、取り組んでいただきたい。 

（※）みずほ銀行、三菱 UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 信託銀行、 

みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、新生銀行、あおぞら銀行 

 

13．市場急変時の波及経路の認識、的確な与信先の実態把握について 

○ 昨今のウクライナ情勢は、経済・金融市場に様々な影響を及ぼしてい

る。例えば、コモディティ市場等でボラティリティの高まりがみられ、こ



の際、欧州・中国等の企業が取引金融機関からデリバティブのマージン・

コールを要求されるといった事態も報道された。 

○ このように市場急変時に企業が保有するデリバティブのポジションの時

価が急激に変動し、大きな損失や資金不足が生じた場合、例えば緊急の流

動性供給が必要になるなど、当該企業に対する銀行の与信にも影響を与え

る可能性がある。 

○ 銀行としては、こうした波及経路にも十分な着意を持つことが重要。ま

た、そのためには平素からオフバランス・ポジションを含めた与信先企業

の的確な実態・リスクの把握が不可欠。 

○ 引き続き、各行と、ウクライナ情勢がマクロ経済や金融市場・コモディ

ティ市場等に及ぼす様々な影響の認識や、リスク管理の高度化について議

論してまいりたい。 

 

14．金融環境の変化に対するフォワードルッキングな認識・対応等について 

○ このところ、インフレ持続懸念等を受けて金融環境が引締め方向にあ

り、欧米を中心に金利水準が押し上げられているほか、他の市場への波及

もみられる。 

○ こうした金融環境の変化が先進国・新興国経済、ひいては金融機関自身

の資産・流動性に及ぼす様々な影響ついてフォワードルッキングに認識

し、必要な対応を行うなど、適切なリスク管理が重要であり、引き続き、

これらについて緊密に意見交換してまいりたい。 

○ なお、一般論として、コロナ後の金融緩和局面における市場運用・リス

ク管理等の考え方・戦略・実務が、金融引締め局面において必ずしも有効

でない可能性も考えられることから、局面の転換を踏まえた考え方等につ

いても、予断を持つことなく意見交換してまいりたい。 

 

 



15．経済制裁について 

○ 経済制裁への対応は、今まで通り、リスクベースでのマネロン管理態勢

を適切に実施することが重要。例えば、制裁対象者のスクリーニングや実

質的支配者の確認、また、貿易関係の決済においては、商流と資金の流れ

をリスクに応じて確認する必要がある。マネロン管理態勢に関し、もし個

別の判断に迷うものがあれば、前広に相談いただきたい。 

 
16．継続的な顧客管理に係るFAQ改訂について 

○ マネロン等対策については、継続的顧客管理に係る負担軽減に繋げる観

点から、「マネロンガイドラインに関するよくある質問（FAQ）」における、

“簡素な顧客管理（SDD; Simplified Due Diligence）”の改訂版を、３月

30日に公表した。また、各金融機関から寄せられた意見・質問について

は、同日に協会を通じて回答している。 

○ 今回の FAQの改正により、簡素な顧客管理（SDD）の考え方が一層整理さ

れ、マネロン等対策に係る負担軽減に繋がれば幸い。ご不明な点等があれ

ば、勉強会等を通じて回答するので、連絡いただきたい。 

（※）リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD; Simplified Due Diligence） 

SDDとは、リスク評価の結果、マネロンリスクが低いと判断できる一定の顧客については、（DM

を送付して顧客情報を更新する等の）積極的な対応を留保する対応のことであり、SDDの対象先

をしっかりと特定することで、継続的顧客管理の負担軽減に繋がる。 

（※）FAQ改訂案の概要 

FAQ で提示している SDD の６要件の一つである「本人確認済であること」について、現在は

2003 年１月の本人確認法の施行以降に取引開始した顧客を本人確認済みと整理可能としている

が、 改定案では 1990年 10月以降（大蔵省銀行局通達の効力発生後）に取引開始した顧客等に

ついても、当時、通達に沿った手続が行われていると確認できれば、「本人確認済み」と整理可

能とする。 

また、1990年 10 月以前に取引を開始した顧客についても、その後の各種手続の中で、公的書

類又は他の信頼できる証明書類等に基づき、氏名、住所、及び生年月日を確認した証跡が存在す

る場合には「本人確認済み」と整理可能とする。 

その他、現行 FAQ では疑わしい取引の届出審査対象となれば SDD 対象から除外すべきとして

いるところ、取引モニタリングの誤アラートが多いことなどを踏まえ、疑わしい取引の届出を実

施した場合にはじめて SDD対象から除外すべき、とするなどの考え方を示している。 



17．マネロンレポートの公表について 

○ 金融庁では、マネロン等対策について、2022年３月末時点の金融庁所管

事業者の対応状況や金融庁の取組み等をまとめた、「マネー・ローンダリン

グ・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」（通称マネロンレポート）

を４月８日に金融庁ウェブサイトに公表した。 

○ レポートに目を通していただき、金融庁の考えるリスクや確認された金

融機関の事例等を考慮しつつ、引き続き、マネー・ローンダリングやテロ

資金供与等に利用されない金融システムを確保するため、態勢の強化に努

めていただきたい。 

 

18．現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について 

○ サイバー攻撃のリスクの高まりを踏まえた注意喚起については、２月 23

日、３月１日にも行っているが、その後も、 

① 国内では、企業に対して、ランサムウェアやエモテット（※）によるサ

イバー攻撃が発生しており、また、 

② 米国では、３月 21日に、バイデン大統領が米国内の重要インフラ事業

者等に対してサイバー攻撃への警戒等を呼びかけていることを踏まえ、 

３月 24日に、改めて、３回目の注意喚起を行った。 

※ エモテットとは、非常に強い感染力を持つマルウェアで、不正メールの添付ファイルが主

要な感染経路。情報窃盗や他のウイルスの媒介も行い、一度侵入されれば他のウイルスに

も次々と感染するため、甚大な被害に発展する危険性が高い。 

※２月 23日 https://www.fsa.go.jp/news/r3/cyber/0224oshirase.html 

※３月１日  https://www.fsa.go.jp/news/r3/cyber/0301oshirase.html 

※３月 24日 https://www.fsa.go.jp/news/r3/cyber/0324oshirase.html 

 

○ 経営層のリーダーシップの下、セキュリティ対策の徹底を図るととも

に、仮に、サイバー攻撃を受けた場合は、事案の詳細が判明していない段

階においても、速やかに金融庁・財務局の担当部署まで報告をお願いした

い。 

https://www.fsa.go.jp/news/r3/cyber/0224oshirase.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/cyber/0301oshirase.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/cyber/0324oshirase.html


※サイバーセキュリティ強化に向けた主な対策 

①リスク低減のための措置（本人認証の強化、セキュリティパッチの迅速な適用、不用意に添付

ファイル、URLを開かないこと等の組織内の周知など） 

②インシデントの早期検知（ログの確認、通信の監視・分析やアクセスコントロールの再点検） 

③ インシデント発生時の対処・回復（データのバックアップの実施、復旧手順の確認、インシデ

ント発生時の連絡体制等の準備） 

 

19．顧客本位の業務運営に関する取組の「見える化」について 

○ ４月１日、金融庁ウェブサイトにおいて、「『金融事業者リスト』に係る今

後の取扱いについて」を公表した。 

○ 金融事業者の取組方針については、FD原則とほぼ同じ文言を踏襲している

事例や、抽象的な記載に止まっている事例など、自らの業務特性等を踏まえ

ていない事例が見受けられた。 

※具体的には、『金融事業者リスト』に掲載されている金融事業者の中にも、取組方針の記載内容にオ

リジナリティがなく、記載上の工夫も認められないなどといった事例も見受けられている。これらに

ついては、取組方針の記述内容等の一層の充実が求められることから、取組状況の検証を通じて、自

らの規模や業務特性を踏まえた見直しを検討していただきたい。 

○ 顧客本位の業務運営に係る「見える化」については、単なるペーパーワー

クではなく、経営陣から営業職員までが顧客に向き合う姿勢を検証する契機

としていただきたい。 

※具体的には、顧客本位の業務運営に係る「見える化」については、金融事業者における取組方針や具

体策の策定 → 実践 → 振り返り → 次年度に向けた取組みといったサイクルが重要であり、取組

方針に基づく営業現場における実践結果について、取組状況の中に具体的に記述していただきたい。 

○ 金融庁では、金融事業者におけるリスク性金融商品の販売動向のモニタリ

ングや具体的な取組みに関する対話を実施し、必要に応じて把握した事項を

公表する予定。 

 

20．新しい資本主義実現会議について  

○ ４月 12 日に開催した新しい資本主義実現会議（第５回）において、鈴木

大臣より、「コロナ後に向けた経済システムの再構築」に関連して、マーケッ

ト活性化に向けて今後金融庁が取り組むべき施策をまとめた資料を提出し、



発言したので、紹介したい。 

○ 新しい資本主義により、持続的成長を実現するとともに、その成果を家計

に還元することが重要。また、国内外の資金を成長分野へと繋ぐ国際金融セ

ンターとして、魅力あるマーケットを構築していくことが必要。このための

方策としては以下の３点。 

① 家計に対する金融の分配機能を強化しつつ、スタートアップ等への円滑

な資金供給を促進することなどにより、成長と分配の好循環を実現してい

く。具体的には、 

・ 企業価値向上において重要な人的投資や多様性確保などの非財務情報

開示を充実しつつ、コスト軽減の観点から、法令上の四半期報告を廃止

し、取引所の四半期決算短信に「一本化」していく。 

・ また、スタートアップ企業等が、不動産担保などによらず、事業全体を

担保に成長資金を調達できる制度の導入を、金融庁においても検討して

いく。 

② 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、日本企業の取組みや強み

が適切に評価され、内外の投資資金が円滑に供給されるための環境を整備

していく。具体的には、 

・ ESG市場の透明性や信頼性の向上を図るため、ESG評価機関向けの行動

規範の策定や、 

・ 企業の気候変動対応を金融機関が支援するよう、金融機関と企業の対

話を促進するためのガイダンスの策定を行う。 

③ 我が国の国際金融センターとしての地位を更に高めていくため、ポスト

コロナを見据えて、海外金融事業者の参入促進に向けた取組みを本格稼働

していく。 

○ こうした取組みを進め、持続可能な経済成長を牽引する魅力あるマーケッ

トを構築していく。 

 

 



21．脱炭素に係る補助事業等の金融機関への説明会について 

○ 気候変動対応に係る金融機関の対応については、金融庁において、気候変

動ガイダンスの案を早々に公表する予定であるなど、様々な取組みを進めて

いるが、地域金融機関や地域の事業者からは、実際に対応を進めていくにあ

たって、 

・ 脱炭素に利用可能な政府の支援事業について、様々に存在することは理

解しているが、必ずしも情報が整理されていない、 

・ 特に重要な補助事業については、対象範囲や補助条件などについて、よ

り詳細な説明がほしい 

との声があると承知しており、今般、金融機関を対象に、脱炭素に係る政府

支援事業に関する省庁横断の説明会を実施する予定。 

○ 具体的には、関係省庁と連携して、４月下旬から５月にかけて、金融機関

の諸団体に対し、政府事業の全体像と主要施策について随時説明する予定と

しており、顧客企業の支援等の取組みに活用していただきたい。 

（参考）開催概要 

１）経産省・環境省関係 

   ・４月２１日 

   ・対象事業は、例えば、事業再構築補助金のグリーン成長枠（経産省）、省エネ設備投資に係る利

子補助（経産省）、中小企業等の CO2削減比例型設備導入支援事業（環境省）など 

２）国交省・農水省関係 

   ・４月下旬～５月中旬目途 

   ・対象事業の分野は、運輸・運送、建築、海運、農林、林野等で調整中 

 

※対象は、全銀協、地銀協、第二地銀協、信金協、全信組連等に加盟金融機関 

（以上） 


